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－１－ 

         平成26年第9回印西市教育委員会定例会会議録  

                        日時：9月18日(木)午後1時30分 

                        場所：印西市役所4階41会議室 

1．開  会 

2．開  議 

3．議事日程の報告  

 （議事日程）  

  日程第 1 委員長が指名する会議録署名委員の指名  

  日程第 2 会期の決定  

  日程第 3 教育長報告  

  日程第 4 議案第1号  

       財産の取得に関し議会の議決を求めることについて  

  日程第 5 議案第2号  

       印西市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について  

  日程第 6 議案第3号  

       平成27年度印西市立幼稚園入園児募集について  

  日程第 7 その他 

 

4．閉  議 

5．閉  会 

 

出席委員 (5名) 

      1  番  委  員  大  野  忠  寄 

      2  番  委  員  青  山  光  男 

      3  番  委  員  寺  田  充  良 

      4  番  委 員 長  佐  藤  め ぐ み 

      5  番  教 育 長  大  木     弘 

 

欠席委員 (なし) 

 

説明のため出席した職員(6名) 

教 育 部 長  髙  島  一  郎 

教 育 部 参 事  

(教育総務課長事務取扱) 
山  崎     剛 

学 務 課 長  井  上  愛 一 郎 

指 導 課 長  内  田  圭  子 

生 涯 学 習 課 長  湯  浅  静  夫 

スポーツ振興課長  渡  邊  文  秀 
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職務のため出席した職員(3名) 

教 育 総 務 課  

総 務 班 主 幹  
鈴  木  悦  子 

教 育 総 務 課  

総 務 班 主 査  
髙  木  恵 美 子 

教 育 総 務 課  

総 務 班 主 査  
安  西  浩  紀 

(13時32分) 

(開会の宣告)  

佐 藤 委 員 長 

 

(開議の宣告 ) 

佐 藤 委 員 長 

(議事日程の報告) 

佐 藤 委 員 長 

 

(会議録署名委員の指名) 

佐 藤 委 員 長 

 

 

(会期の決定 ) 

佐 藤 委 員 長 

 

 

(教育長報告 ) 

佐 藤 委 員 長 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ただいまから、平成 26年第 9回印西市教育委員会定例会を開会いたし

ます。 

 

  これから本日の会議を開きます。  

 

  本日の議事日程については、お手元にお配りしたとおりです。ご了承

願います。  

 

  日程第1 会議録署名委員の指名を行います。  

  本日の会議録署名委員は、会議規則第 31条の規定により、 2番青山委

員を指名いたします。お願いいたします。  

 

  日程第2 会期の決定を行います。  

  本定例会の会期は、会議規則第 4条の規定により、本日 1日といたしま

す。 

 

  日程第3 教育長報告を行います。  

  大木教育長。  

  それでは、教育委員会活動報告を申し上げます。  

  経過報告でございます。  

  8月2日土曜日、青少年ふれあいキャンプ、群馬県において、 1泊2日で

実施されました。  

  同日、第 14回印西街かど棒高跳が、イオンモール千葉ニュータウンで

開催され、出席してまいりました。  

  4日月曜日、平成 26年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会閉

会式が、松山下公園総合体育館で開催され、出席してまいりました。  

  同日、校長会学校適正規模検討会議が市役所で開催されました。  

  6日水曜日、平成 27年度千葉県教育予算及び人事に関する要望書の提

出に係る教育三団体正副会長会議が佐倉市で開催され、出席してまいり

ました。  
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佐 藤 委 員 長 

各 委 員 

佐 藤 委 員 長 

(議案第 1号 ) 

  13日水曜日、印西市男女共同参画推進本部会議が市役所であり、出席

いたしました。  

  19日火曜日、学校訪問、市内小・中学校 12校を訪問してまいりまし

た。 

  翌20日水曜日、同じく学校訪問を 12校でしてまいりました。  

  21日木曜日、学校訪問、市内小・中学校 5校を訪問しました。  

  同日、第3回教育委員会臨時会が市役所で開催されました。  

  24日日曜日、第20回六軒相撲大会が厳島・水神社境内土俵で開催され

ました。  

  同日、無形民俗文化財別所の獅子舞公開事業が別所地蔵寺であり、出

席してまいりました。  

  31日日曜日、バスケットボールフェスティバル inいんざいが松山下公

園総合体育館で開催され、出席してまいりました。  

  9月 2日火曜日、第 4回市校長会議が大森小を会場にして開催され、出

席してまいりました。  

  3日水曜日、第 3回市議会定例会が市役所で開会されました。会期は 10

月3日までの予定でございます。  

  16日火曜日、第20回関東大学女子駅伝対校選手権大会関係者会議が、

市役所で開催されました。  

  18日木曜日、第 9回教育委員会定例会が市役所で開催されておりま

す。 

  行事予定でございます。  

  9月 19日金曜日、北総教育事務所所長訪問が宗像小、小林小でござい

ます。 

  23日火曜日、無形民俗文化財いなざき獅子舞公開事業が、和泉鳥見神

社で開催されます。  

  24日水曜日、平成 26年度第 1回教育委員研修会が千葉市で開催されま

す。委員の皆様、ご出席をよろしくお願いいたします。  

  同日、文化の日印西市功労者表彰審査会が市役所で開催されます。  

  28日日曜日、第20回関東大学女子駅伝対校選手権大会が、千葉ニュー

タウン内で開催されます。委員の皆さんもぜひご参加いただければと思

います。  

  29日月曜日、北総教育事務所次長訪問が印旛中学校で行われます。  

  10月 1日水曜日、第 10回教育委員会定例会が市役所で開催される予定

でございます。  

  以上でございます。  

  ただいまの報告について、質疑はありませんか。  

  なし 

  これで日程第3 教育長報告を終わります。  
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佐 藤 委 員 長 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐 藤 委 員 長 

 

大 野 委 員 

 

 

佐 藤 委 員 長 

生涯学習課長 

 

  日程第4 議案第1号 財産の取得に関し議会の議決を求めることにつ

いてを議題といたします。  

  提案理由の説明を求めます。  

  生涯学習課長。  

  それでは、議案第 1号についてご説明させていただきます。  

  議案第1号 財産の取得に関し議会の議決を求めることについて。  

  次のとおり財産を取得するため、地方自治法第 96条第1項第8号及び議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 3条の

規定により、議会の議決を求めるよう市長に申し入れる。  

  平成26年9月18日提出、印西市教育委員会教育長、大木弘。  

  それでは、ご説明いたします。  

  こちらの財産取得につきましては、印旛高校跡地における歴史資料展

示施設整備事業に必要な土地の取得でございます。所在につきまして

は、印西市木下字平台 799番12、字大下1363番並びに字木下町並1489番1

の一部及び1493番2でございます。  

  取得する財産ですが、土地 5,306.17平方メートルでございます。  

  購入価格、3,344万5,545円でございます。  

  契約の相手方、千葉県でございます。  

  こちらにつきましては、一部資料といたしまして土地の状況図、平面

図をつけさせていただいております。これまでに委員の皆様にはご説明

をさせていただいておりますので、今回の購入金額につきましての内訳

を少し説明させていただくことといたします。  

  こちらにつきましては、市街化区域、市街化調整区域がございまし

て、市街化区域につきましては用途的なものとして 3種類、調整区域に

ついては 2種類ということで、計5種類の不動産鑑定を行って算定してお

ります。市街化調整区域の高台部分の平坦地につきましては 2,446.66平

方メートル、傾斜地 2,366.31平方メートル、高台で道路敷という形にな

っているのが 19.26平方メートル、それから調整区域で高台平坦地は

419.75平方メートル、傾斜地が 54.19平方メートル、合わせまして

5,306.17平方メートルという形になっております。それぞれの単価につ

きまして積算して、今回購入金額を出しているところでございます。  

  よろしくお願いいたします。  

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  

  大野委員。  

  今、事業系の部分で土地の形状とかをお聞きしましたが、傾斜地がほ

とんどのようですが、土地の地震の対策だとかそういう崩落の関係のこ

とは、心配はないような状況のところでしょうか。  

  生涯学習課長。  

  これにつきましては、昨年10月の雨で、ご存じのとおりのり面の一部

崩落がございまして、今、県においてその復旧工事を行っております。
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佐 藤 委 員 長 

各 委 員 

佐 藤 委 員 長 

 

 

 

 

 

各 委 員 

佐 藤 委 員 長 

 

 

(議案第 2号 ) 

佐 藤 委 員 長 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ということで、その部分については対策を講じている状況となります。  

  以上です。  

  ほかに質疑はありませんか。  

  なし 

  これで質疑を終わります。  

  議案第 1号  財産の取得に関し議会の議決を求めることについてを採

決いたします。  

  お諮りいたします。  

  議案第 1号  財産の取得に関し議会の議決を求めることについては、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

  異議なし  

  異議なしと認めます。  

  したがって日程第 4 議案第1号 財産の取得に関し議会の議決を求め

ることについては、原案のとおり可決されました。  

 

  日程第5 議案第2号 印西市教育委員会行政組織規則の一部を改正す

る規則の制定についてを議題といたします。  

  提案理由の説明を求めます。  

  教育総務課長。  

  議案第 2号  印西市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の

制定について。  

  印西市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則を次のように制

定する。  

  平成26年9月18日提出、印西市教育委員会教育長、大木弘。  

  それではご説明申し上げます。議案の審議資料とあわせてご覧いただ

きたいと思います。  

  まず改正の趣旨でございますけれども、こちらはスポーツ振興課の班

名等から高校総体推進室を削り、スポーツ振興課の分掌事務から高校総

体推進室の分掌事務を削るものということでございます。  

  改正の理由でございますけれども、平成 25年4月1日から現在まで、ス

ポーツ振興課内に高校総体推進室を設置いたしまして、第 41回の全国高

等学校空手道選手権大会に関する事務を行ってきたところでございます

けれども、この大会につきましては平成 26年 8月 1日から 4日までの間、

大会が行われまして、選手、役員、また全国の来訪者から好評を得まし

て、滞りなく終了することができたところでございます。  

  今後、大会に関する精算事務は残しておりますけれども、大会が終了

したことによりまして、スポーツ振興課の班名から、改正の趣旨で申し

上げましたとおり高校総体推進室を削り、スポーツ振興課の事務分掌か

ら高校総体推進室の分掌事務を削るというものでございます。なお、大

会に関する精算事務につきましては、スポーツ振興課の推進室で今後行
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佐 藤 委 員 長 

 

教育総務課長 

 

佐 藤 委 員 長 

各 委 員 

佐 藤 委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 委 員 

佐 藤 委 員 長 

 

 

(議案第 3号 ) 

佐 藤 委 員 長 

 

 

 

学 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ってまいります。  

  以上でございます。よろしくお願いいたします。  

  失礼しました。施行期日につきましては平成 26年 10月 6日とするもの

でございます。よろしくお願いいたします。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  

  教育総務課長。  

  説明の中で、今後の精算事務についてはスポーツ振興課の推進室と申

し上げましたが、振興班で行ってまいります。大変失礼いたしました。  

  質疑はありませんか。  

  なし 

  無事に高校総体が終わり、とてもいい総体ができたと耳に入っており

ます。本当にお疲れさまでした。ご尽力いただきありがとうございまし

た。 

  質疑なしと認めます。  

  議案第 2号  印西市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の

制定についてを採決いたします。  

  お諮りいたします。  

  議案第 2号  印西市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の

制定については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

  異議なし  

  異議なしと認めます。したがって、日程第 5 議案第2号 印西市教育

委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定については、原案のと

おり可決されました。  

 

  日程第6 議案第3号 平成27年度印西市立幼稚園入園児募集について

を議題とします。  

  提案理由の説明を求めます。  

  学務課長。  

  議案第3号 平成27年度印西市立幼稚園入園児募集について。  

  印西市立幼稚園管理規則第18条の規定により、印西市立幼稚園入園児

を別紙のとおり募集する。  

  平成26年9月18日提出、印西市教育委員会教育長、大木弘。  

  それでは、内容についてご説明申し上げます。  

  別紙募集要項をご覧ください。ポイントを絞ってご説明申し上げま

す。 

  1、募集人員。大森幼稚園、 4歳児70名。瀬戸幼稚園、4歳児105名。も

との幼稚園、 3歳児105名でございます。  

  2、入園資格。市内に住所を有する幼児でございます。  

  3、出願。会場につきましては3カ所、瀬戸幼稚園、本埜公民館、大森

幼稚園でございます。  
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佐 藤 委 員 長 

 

青 山 委 員 

 

 

 

 

佐 藤 委 員 長 

学 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青 山 委 員 

佐 藤 委 員 長 

各 委 員 

佐 藤 委 員 長 

 

 

  日時につきましては要項に記載のとおりでございます。  

  なお、下の米印にもありますように、保護者の都合を考慮し、受け付

け場所につきましては、どこでも受け付けを行うようにしております。  

  次のページをご覧ください。 4、入園決定につきましては、後日学務

課から保護者宛てに通知をいたします。なお、応募者が募集人員を超え

た場合は、公開抽選を行い決定することとしております。  

  5、入園料及び保育料でございますが、国の制度改正に伴い平成 27年

度から料金改定を予定しております。委員の皆様には決定いたしました

らお知らせしたいと考えております。  

  説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願い申

し上げます。  

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  

  青山委員。  

  募集要項を今見せていただきましたけれども、昨年の応募の状況と、

それから募集のもとの幼稚園だけが 3歳児からということなんですけれ

ども、ほかの幼稚園について 3歳児からの保護者の方の希望とかはどの

ような状況でしょうか。希望等あるのではないかと思いますが。  

  以上です。  

  学務課長。  

  初めに、昨年度の応募状況ですけれども、大森幼稚園が 28名、瀬戸幼

稚園が34名、もとの幼稚園が99名というような状況でございました。  

  それから、 3歳児保育についての希望につきましては、瀬戸幼稚園の

ほうの学校評価の中で、 3歳児の保育を希望するというような意見が幾

つかあったという話は聞いております。今後、教育委員会として 3歳児

保育をどうするかというようなことになるかなと思いますが、保護者の

希望を考えれば、 3歳児保育を例えば瀬戸幼稚園でやることによって、

瀬戸幼稚園の入園児がふえる可能性があるということが、 1つ言えるか

なと思います。一方、幼稚園の機能、役割ということを考えたときに、

小学校への橋渡し、あるいは集団生活を学習するというような意味合い

があると考えますが、果たして 3歳児にそのような教育を行っていいも

のだろうかということも、一方で議論があると思いますので、両面を考

慮しながら今後の対応については考えていく必要があるのではないかと

いうふうに、今、思っているところでございます。  

  以上です。  

  結構です。  

  ほかに質疑はありませんか。  

  なし 

  これで質疑を終わります。  

  議案第 3号  平成 27年度印西市立幼稚園入園児募集についてを採決い

たします。  
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各 委 員 

佐 藤 委 員 長 

 

 

( そ の 他 ) 

佐 藤 委 員 長 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  お諮りいたします。  

  議案第 3号  平成 27年度印西市立幼稚園入園児募集については、原案

のとおり決定することにご異議ありませんか。  

  異議なし  

  異議なしと認めます。  

  したがって、日程第6 議案第3号 平成27年度印西市立幼稚園入園児

募集については、原案のとおり可決されました。  

 

  日程第7 その他について何かございますでしょうか。  

  教育総務課長。  

  それでは、教育総務課からは、教育委員会制度改革の概要についてと

いうことでご説明申し上げたいと思います。  

  今日配付されておりますこちらのパンフレットをご覧いただきたいと

思います。既に報道等によりましてご承知のこととは思いますけれど

も、国において議論がされておりましたこの教育制度改革に関する法律

が、本年の 6月 20日に公布されまして、平成 27年 4月 1日から施行される

ことになっております。  

  改正の趣旨につきましては、教育の政治的中立性、継続性・安定性を

確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制

の構築、首長との連携の強化を図るとともに、地方に対する国の関与の

見直し等、制度の抜本的な改革を行うものとされております。  

  改革のポイントとしましては、こちらのパンフレットに示してござい

ますポイント①から④、これが主なものでございます。 1つとして、教

育委員長と教育長を一本化した新教育長の設置。 2つ目、教育長へのチ

ェック機能の強化と会議の透明化。 3つ目として、総合教育会議の設

置。 4つ目として、教育に関する大綱の策定ということが挙げられてお

ります。  

  それでは、その各項目について若干説明させていただきます。  

  ポイント 1でございます。教育委員長と教育長を一本化した新教育長

の設置につきましては、現制度において、教育委員長と教育長のどちら

が教育委員会の責任者かわかりにくいといった批判があることから、新

教育長を設置し、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表して教

育委員会会議を主宰するとともに、具体的な事務執行の責任者及び事務

局の指揮監督をすることとしたものでございます。なお、新教育長の任

命につきましては、議会において直接首長が行うこととなり、その任期

は3年となります。  

  次に、ポイント 2の教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化で

ございますが、改正法におきます新教育長が、教育行政に大きな権限と

責任を有するということを踏まえまして、教育委員による教育長のチェ

ック機能を強化するとともに、住民に対して開かれた教育行政を推進す
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教育総務課長 

る観点から、会議の透明化を図ることとしたものでございます。  

  次に、ポイント3及びポイント4でございますけれども、関連がござい

ますので、一括してご説明させていただきます。 3の総合教育会議の設

置でございますが、現行法におきましては、予算の編成や条例の提案権

を持つ首長と教育委員会が、その市町村の教育方針等につきましてなか

なか直接協議する場がなかったことから、改正法におきましては、首長

と教育委員会から構成されます総合教育会議におきまして、教育の条件

整備など重点的に講ずべき施策や、児童・生徒等の生命・身体の保護

等、緊急の場合に講ずべき施策等につきまして、首長と教育委員会が協

議・調整すること、これが可能となるものでございます。  

  また、総合教育会議におきましては、ポイント 4の教育の目標や施策

の根本的な方針となる大綱を、首長と教育委員会が協議・調整した上

で、首長が策定していくということになります。これにより策定いたし

ました大綱に基づきまして、首長及び教育委員会は、これまで以上に連

携が強化され、市としての教育施策に関する方向性を明確にした上で、

それぞれの所管事務を行っていくということになるものでございます。  

  改正法の施行期日につきましては、平成 27年4月1日でございますが、

経過措置といたしまして、施行日において在任中の教育長につきまして

は、その教育委員としての任期が満了するまで、またはみずから退任す

るまで、現行制度の教育長として在職するものとされております。この

ことによりまして、この間は、従来どおり教育長と教育委員長が併存す

る現行の体制が継続されるということになっております。  

  したがいまして、印西市の場合につきましては、現教育長の任期が平

成 28年 9月末日ということになっておりますので、その間につきまして

は現行体制で運営されるということになります。その体制の中で、ポイ

ント3番、ポイント4に示してございます総合教育会議を設置して、教育

に関する大綱を策定していくという形になります。  

  参考までに近隣の状況でございますけれども、教育長の任期満了日と

いうことでございますけれども、成田市の平成 27年 9月 30日が一番早い

という状況でございまして、次いで印西市と白井市が平成 28年 9月 30

日、佐倉市が平成28年10月1日、四街道と栄町が平成29年3月31日、酒々

井町が平成 29年 4月 21日と、それから八街市が平成 29年 12月 21日となっ

ている状況でございます。  

  説明は以上でございます。  

  ただいまの件につきまして質疑はございませんか。  

  寺田委員、お願いします。  

  総合教育会議が行われるようになりますが、これは年間に何回ぐらい

開催するのですか。  

  教育総務課長。  

  総合教育会議の詳細につきましては、その事務をどの部署で行うかも
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含めましてこれから市の中で検討してまいりたいと考えております。  

  ほかに質疑ございませんか。  

  大野委員。  

  今度、教育委員長と教育長が兼任というような形になりますが、残り

の委員さんの呼び名といいますか、そういうもの、委員長というものの

呼び名はなくなるというような形になるんでしょうか。  

  教育総務課長。  

  新教育長が兼務といいますか、筆頭になりますので、名称としては教

育長と委員という形になります。  

  青山委員。  

  現教育委員会も委員長、会議のまとめ役ということで、いつもよく会

議等をまとめていただいていますし、いろいろな行事の折にも教育委員

長の存在というのは大きいというふうに思いますが、それを今度教育

長、日ごろでも教育委員会事務局をまとめていろいろな仕事をされて、

大変かなというふうに思っておりますので、それをまた兼務なさるとい

うのは非常に大変なことだなというふうな印象を持っています。その点

はどんなふうにお考えなのかなと。  

  教育総務課長。  

  青山委員がおっしゃるように、現在の職務を見ましても、新教育長の

職務というのは非常に煩雑で大変なことだということでは、私どもも認

識というか、予測しているところでございます。こちらの新教育長とそ

れから委員の役割分担、そちらにつきましては、先ほど申し上げました

とおり、これからいろいろ具体的な点につきましては検討させていただ

くということになろうかと思います。  

  ただ、この中で教育長と委員との補完関係といいますか、そういった

ものが非常に必要になってくると思いますので、事務職も含めましてそ

の辺のところをどういうふうにしていくのかというのは、今後の検討課

題というふうに思っています。  

  よろしくお願いします。  

  ほかに質疑はございませんか。  

  それでは、ほかにその他の件、ございますでしょうか。  

  指導課長。  

  それでは、指導課から2件お願いいたします。  

  1件目は、市内幼・小・中運動会開催の実施予定でございます。別紙

の一覧をご覧ください。中学校につきましては 9月6日に終了しておりま

す。小学校につきましては 9月 27日、それから 2校は 10月 4日、幼稚園に

つきましては 10月11日の土曜日に実施予定でございます。  

  2点目でございますが、全国・関東大会出場者と結果についてでござ

います。こちらの資料をご覧ください。今年度関東大会に出場した部や

選手はご覧のとおりでございますが、軟式野球、印西中。陸上競技では
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印西中1名、木刈中3名、原山中 1名。水泳競技では船穂中1名。体操競技

で小林中 1名が出場いたしました。印西中野球部におきましては県大会

で優勝、関東大会でも 3位となっております。滝野中、それから木刈中

の吹奏楽部につきましては、 9月20日の東関東大会に出場いたします。  

  全国大会につきましては、大会は 8月に終了しておりますが、印西中

野球部。陸上競技、印西中、久家迅雄さん、木刈中、海老田そらさん、

川端脩也さん。体操競技の小林中、吉村萌惠美さんが出場いたしまし

た。海老田さんは棒高跳びで決勝に進出しております。  

  以上で報告を終わります。  

  ただいまの件につきまして、質疑はございませんか。  

  青山委員、お願いします。  

  感想ですけれども、なかなか県大会で優勝するということはないこと

だと思うので、大変すばらしい結果を残されたと。しかも関東大会で 3

位というすばらしい結果を残されたなというふうに思います。  

  あと個人でも、水泳ですとか体操とか、学校にない競技でもこういう

形で活躍が見られるということで、すばらしい生徒さんの活躍だなとい

うふうに思います。感想です。  

  ありがとうございます。  

  ほかに質疑ございませんでしょうか。  

  寺田委員。  

  吹奏楽は関東大会と書いてありますけれども、場所はどこなんです

か。 

  指導課長。  

  東関東大会、9月20日、千葉県文化会館でございますので、 2校という

ことで。  

  寺田委員。  

  会場まで送迎バスは出るのですか。  

  指導課長。  

  はい。市のほうで手配していただいております。  

  寺田委員。  

  そうですか。何か野球のときは全国に行く予算がないとかいって随分

寄附をお願いしましたが、吹奏楽部は予算は大丈夫ですか。  

  指導課長。  

  はい。吹奏楽部の関東大会のバスの手配は、市に手配していただきま

した。ありがとうございます。  

  ほかに質疑ございませんか。  

  それでは、関東大会に続く吹奏楽部の活躍と、それから先輩たちを見

て育つ後輩たち、それからそのほかに市の子供たちのモチベーションア

ップにつながりますように考えております。よろしくお願いいたしま

す。 
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  それでは、ほかにその他ございますでしょうか。  

  生涯学習課長。  

  生涯学習課からは、お手元に配付いたしました平成 26年度いなざき獅

子舞公開事業の日程表をご覧いただきたいと思います。日時につきまし

ては 26年 9月 23日でございます。和泉の鳥見神社で行われます。スケジ

ュールにつきましては、2時から終了が5時半までを予定しております。

委員の方につきましては、1時半から 5時半までをお願いしたいと考えて

おります。  

  それから、今回伝承者 2名いらっしゃいますので、委員長から伝承書

をお渡し願うこととなりますので、よろしくお願いしたいと思います。  

  今回の出席委員につきましては、佐藤委員長、青山委員ということで

よろしくお願いいたします。送迎時間につきましては、記載された形で

お迎え等に上がりますのでよろしくお願いします。  

  以上でございます。  

  ただいまの件につきまして質疑はございませんか。  

  なし 

  それでは、ほかにその他ございますでしょうか。  

  スポーツ振興課長。  

  もう一つ資料がございますでしょうか。第 20回関東大学女子駅伝対校

選手権大会のご案内でございます。期日でございますけれども、 9月 28

日日曜日でございます。スタートは 9時半、千葉ニュータウンの周回コ

ースで行われます。スタート場所は東京電機大学の構内、ゴールは高花

小でございます。郵政省前の場所になります。  

  出場チームでございますけれども、次のページをご覧ください。 25チ

ームが参加して行われます。そのうち 2チームはオープン参加チームと

なっております。こちらで上位 6チームに、シード校を除いて 6チームは

全国大会の出場の権利がございます。会議終了後、直接応援いただける

かどうか確認をとらせていただくかと思います。  

  以上でございます。  

  ただいまの件につきまして質疑ございませんか。  

  なし 

  ほかにその他ございますでしょうか。  

  教育総務課長。  

  次回の会議予定でございますけれども、 10月 1日水曜日でございます

けれども、こちらの会議室で行いたいと思います。時間につきましては

午後4時を予定してございますので、よろしくお願いいたします。  

  以上でございます。  

  これで日程第7 その他を終わります。  

 

  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  
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(閉会の宣告 ) 

佐 藤 委 員 長 

  会議を閉じます。  

 

  これで、平成26年第9回印西市教育委員会定例会を閉会いたします。  

  お疲れさまでございます。  

（14時14分） 
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